
）・　無指定

m）

m）

立地適正化計画（都市再生特別措置法）に係る届出が
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土砂災害防止法で指定する区域ですか

　この指導表は、申請者の皆さまに建築行為等に関わる事項を確認していただき、手続きを行っていただけるようにご案内させていただ

※防災情報はWebサイト「信州くらしのマップ」で確認できます

・ まだ

号　・　まだ

非該当　・　はい（許可：　　　　年　　月　　日）　・　まだ

はい ・ いいえ

許可番号

はい

道路から（

隣地から（

主要幹線　・　幹線　・　D-3憩いの森地区　・　非該当

※隣地から：5m（D-3憩いの森地区は条例で規制）

はい ・ いいえ

急傾斜地　：　非該当　・　特別警戒区域　・　警戒区域

■河川法（1級河川）：官民境より18m

＜43条第2項＞申請　：　必要　・　不要

提出済み

（県）河川法・砂防法・急傾斜地の申請は必要ですか

※公図上4m未満の道路（町道）の場合＜42条第2項＞

公図上、敷地と道路の間に水路・認定外道路が存在して

いますか

雨水の処理方法は何ですか 地下浸透　・　（ ）　へ放流

号線）・　その他

公図上の幅員（ ）m

所有者は本人・親族ですか

許可番号 号

線）・　いいえはい（

■砂防法：官民境より概ね10m

■急傾斜地：横吹区、机区、神代区の3地区

　装幅員6.5m未満除く）

はい ・ いいえ

（町）道路・河川・水路の占用、自営工事は生じますか

　＜道路法、河川法、町公共物管理条例＞

・ いいえ

国道　・　県道　・　町道（

道路法上の道路　・　開発道路　・　位置指定道路　・　その他

（町）後退線設置にともなう確約書の提出は必要ですか

保健休養地内における敷地及び道路からの後退距離

（緑地帯）を設けましたか＜環境保全条例の開発事業＞

※主要幹線：両側20m　幹線道路：両側10m（全面舗

長野県　富士見町役場　建設課　都市計画係

建築確認申請に伴う指導表

くものです。

TEL 0266-62-9217　/　FAX 0266-62-4481

道路の名称・幅員

道路の種類

接道する道路は何ですか

都市計画区域

用途地域

用途無指定区域内の形態規制地

建築される場所の形態

規制は何ですか

（県）都市計画法による開発許可が必要ですか 非該当　・　はい（許可：　　　　　年　　月　　日）　・　まだ

（県）森林法による開発許可が必要ですか 非該当　・　はい（許可：　　　　　年　　月　　日）　・　まだ

用途（

（町）都市計画道路予定地内ですか

※予定地の場合、都市計画法の許可が必要です

土地の造成を伴いますか（盛土・切土・擁壁など）

土石流　：　非該当　・　特別警戒区域　・　警戒区域

土

地

の

基

本

事

項

確認事項 該当する事項に○印

建築される場所はどこですか

土地の登記地目は何ですか

必要ですか
はい いいえ・

区・集落組合行政区：

保健休養地 ・ 富ヶ丘 ・ 立沢 ・ 乙事 ・ 高森 ・ 葛窪 ・ その他

本人　・　親族　・　その他

都市計画区域外都市計画区域内 ・

宅地　・　田　・　畑　・　山林　・　原野　・　雑種地　・　その他

1



外 ）

年 月 日
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浄化槽からの排水はどのように処理しますか

屋

外

広

告

物

屋外広告物（工作物）の設置場所はどこですか

＜県条例・町環境保全条例＞

非該当　・　はい　・　まだ

産

業

課

 

2

F

非該当　・　はい（許可：　　　　　年　　月　　日）　・　まだ

（田・畑以外にも農振農用地があります）

農地転用の許可は取りましたか

伐採届は提出してありますか（山林伐採の場合）

該当（除外許可：　　　　　年　　月　　日）　・　非該当

非該当　・　はい（許可：　　　　　年　　月　　日）　・　まだ

（町）商工業振興補助金に関する確認はしましたか 非該当　・　はい　・　まだ

（県）産業立地に関する優遇制度は確認しましたか 非該当　・　はい　・　まだ

勤労者住宅新築資金利子補給金の確認はしましたか

農業振興農用地の確認はしましたか

建築物の除却を伴いますか
建築基準法の除却届

建設リサイクル法の届出

（県）福祉のまちづくり条例による届出はしましたか 非該当　・　はい（　　　　　年　　月　　日）　・　まだ

非該当　・　はい（　　　　　年　　月　　日）　・　まだ

禁止地域　・　許可地域

保健休養地内　・　八ヶ岳エコーライン　・　その他

非該当　・　はい（　　　　　年　　月　　日）　・　まだ

一般地域　・　景観育成重点地域
（県）景観法に基づく届出はしましたか

井戸尻考古館に埋蔵文化財の確認をしましたか

TEL（0266-64-2044）/FAX（0266-64-2787）
非該当　・　はい　・　まだ

考

古

館

ごみの排出はどうしますか

ごみの排出収集計画書は提出してありますか

（2世帯以上の集合住宅の場合）

（町）環境保全条例の「特定事業」に該当しますか

（汚水排液　・　騒音振動　・　悪臭　・　ばい煙　・　粉じん）

「あんずの里葛窪地区景観住民協定」の区域内ですか はい ・ いいえ

申請者氏名

・

上

下

水

道

課

　

3

F

上水道の給水区域内ですか

内

下水道の排水設備がありますか

下水道の種類は何ですか

下水道は供用開始していますか

下水道施設区域外である

非該当　・　はい（　　　　　年　　月　　日）　・　まだ

（町）環境保全条例による開発許可は必要ですか

（宅地開発事業　・　保健休養地内開発事業　・　工場

　開発事業　・　観光開発事業　・　その他開発事業）

非該当　・　はい（許可：　　　　　年　　月　　日）　・　まだ

※井戸を掘る場合、届出及び許可が必要です

下

水

道

区

域

外

し尿の処理方法は何ですか

雑排水の処理方法は何ですか

屋外広告等表示許可申請はしましたか

提出窓口：町　　　非該当　・　はい　・　まだ

提出窓口：県　　　非該当　・　はい　・　まだ

建

設

課

 

都

市

計

画

係

 

2

F

地区　・　業者委託　・　管理事務所

確認事項 該当する事項に○印

区域内 ・ 区域外

非該当　・　はい（　　　　　年　　月　　日）　・　まだ

非該当　・　はい（届出：　　　　　年　　月　　日）　・　まだ

浄化槽設置届は提出してありますか

はい ・ いいえ

）　へ放流

なし

はい ・ いいえ

公共下水　・　流域下水　・　農業集落排水

あり

供用開始予定（

井戸（深さ　　　　m/吐出口径　　　　mm）　・　非該当

地下浸透　・　（

汲み取り式

簡易浄化槽

合併浄化槽の設置

※地下浸透式の場合、付近30m以

内に地下水利用施設がないこと

非該当　・　はい　・　まだ

下

水

道

区

域

総

務

課

　

企

画

統

計

係

　

3

F 移住・定住促進対策新築住宅補助金の確認はしましたか

上水道給水区域外における給水方法は何ですか

2


